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金融商品取引業者等の販売･勧誘ルール政省令案―4 

【要約】 

■2007 年 4 月 13 日に、金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等が金融庁によって公表され

た。5 月 21 日までパブリック・コメントに付された。内容は多岐に渡るが、本稿では、金融商品

取引業者等に適用される取引残高報告書等の書面交付義務について扱う。 

■取引残高報告書は、有価証券の売買等の契約が成立した場合などに、原則として事業年度の四半期

の末日ごとに交付するとされる。ただし、直近に取引残高報告書を作成した日から、一年間その金

融商品取引契約が成立していない場合などは、一年経過した日に交付するとされる。 

■記載事項は、契約成立の年月日、有価証券の受渡しの年月日など様々な事項が定められている。ま

た、金融商品取引契約の種類に応じて異なった記載事項が規定されている。 

１．はじめに 

○2006 年 6 月 7 日、証券取引法を金融商品取引法に改正することなどを内容とする、「証券取引法

等の一部を改正する法律」「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律」が可決・成立した。 

 

○金融商品取引法の中で、金融商品取引業者等に適用される行為規制が規定されている。そのなかで、

金融商品取引業者等は、契約が成立したとき「その他内閣府令で定めるとき」は、所定の書面を顧

客に交付しなければならないと規定されている。しかし、規制の細則は政省令にゆだねられていた。 

 

○2007 年 4 月 13 日に、金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等が金融庁によって公表され

た。そのなかで、契約締結時等の書面交付義務の規制に関する政省令案も公表されており、本稿で

は、その中でも取引残高報告書等の記載事項について解説する。 

 

 

２．取引残高報告書 

（1）取引残高報告書の交付 

○前述のように、金融商品取引法は、金融商品取引業者等は、契約が成立したとき「その他内閣府令

で定めるとき」は、所定の書面を顧客に交付しなければならないと定めている（金融商品取引法

37 条の 4 第 1 項）。この「その他内閣府令で定めるとき」の一つとして、今回公表された金融商

品取引業等に関する内閣府令案（以下、金商業府令案）では、取引残高報告書を交付することが定

められている。 

このレポートは、投資の参考となる情報提供を目的としたもので、投資勧誘を意図するものではありません。投資の決定はご自身の判断と責任でなさ

れますようお願い申し上げます。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更され

ることがあります。内容に関する一切の権利は大和総研にあります。事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。 
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○具体的には、以下の場合に、取引残高報告書を交付すると定められている（金商業府令案 100 条 1

項 3号）。 

 

①有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等1の契約が成立した場合 

②有価証券･金銭の受け渡しを行った場合 

 

○取引残高報告書の交付の頻度は、原則として事業年度の四半期の末日ごとである。ただし、以下の

場合は、それぞれ以下のように定める頻度で交付することとされる（金商業府令案 100 条 1 項 3

号イ、ロ）。 

 

①直近に取引残高報告書を作成した日から、一年間その金融商品

取引契約が成立していない場合 

②直近に取引残高報告書を作成した日から、一年間受渡しを行っ

ていない場合 

その日から一年を経過する日

ごと 

③金融商品取引契約が成立し、または受渡しを行った場合にはそ

の都度取引残高報告書の交付を受けることについて顧客から請

求がなされたとき2 

金融商品取引契約の成立又は

受渡しの都度 

 

 

（2）取引残高報告書の記載事項 

○今回の政省令案では、取引残高報告書の記載事項も規定されている。それによると、取引残高報告

書には、以下の事項を記載しなければならないとされている（金商業府令案 115 条）。 

 

①顧客の氏名又は名称 

②報告対象期間3において成立した金融商品取引契約等に関する、以下の事項 

  a.当該金融商品取引契約の成立の年月日 

  b.有価証券の受渡しの年月日 

  c.売付け若しくは買付け4の別又は募集、売出し若しくは私募若しくは買取り、解約若しくは払戻

しの別 

  d.有価証券の種類又はデリバティブ取引の種類 

                                                  
1 有価証券等清算取次ぎを除く。 
2 ただし、金銭･有価証券の残高等を省略している場合（金商業府令案 115 条 5 項）は、事業年度の四半期の末日ごと

に交付しなければならない。 
3 事業年度の四半期。ただし、直近に取引残高報告書を作成した日から 1年間当該金融商品取引契約が成立しておら

ず、または当該受渡しを行っていない場合は、当該日以降 1年間。 
4 先物取引を除くデリバティブ取引については、別途定められている。 
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  e.銘柄5 

  f.約定数量6 

  g.単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数値 

  h.支払金額及び手数料 

  i.現金取引、信用取引、先物取引又は先渡取引の別 

③報告対象期間において行った有価証券の受渡しの年月日並びに当該有価証券の種類及び件数若し

くは口数又は券面の総額 

④報告対象期間において行った金銭の受渡しの年月日及びその金額 

⑤報告対象期間の末日における金銭及び有価証券の残高 

⑥報告対象期間の末日における信用取引、発行日取引7及びデリバティブ取引の未決済勘定明細及び

評価損益 

⑦②の金融商品取引契約が信用取引である場合は、以下の事項 

 a.新規又は決済の別 

  b.弁済期限 

  c.信用取引支払利息若しくは信用取引受取利息又は品借料若しくは品貸料 

⑧②の金融商品取引契約が、市場デリバティブ取引のうち有価証券先物取引・有価証券指数先物取引

である場合は、新規又は決済の別 

⑨②の金融商品取引契約が、市場デリバティブ取引のうち有価証券オプション取引等・選択権付債券

売買である場合は、以下の事項 

 a.権利行使期間 

  b.権利行使価格 

  c.プット又はコールの別 

  d.新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別 

  e.限月 

  f.対価の額又は選択権料 

⑩②の金融商品取引契約が、市場デリバティブ取引のうちスワップ取引である場合は、以下の事項 

 a.取引期間 

  b.受渡しの年月日 

⑪②の金融商品取引契約が、店頭デリバティブ取引のうち有価証券先物取引・有価証券指数先物取引

である場合は、以下の事項 

  a.自己又は委託の別 

  b.期日 

                                                  
5 取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。 
6 数量がない場合は、件数又は数量に準ずるもの。 
7 国債の発行日前取引を除く。 
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  c.新規、決済又は解除の別 

⑫②の金融商品取引契約が、店頭デリバティブ取引のうち有価証券オプション取引等である場合は、

以下の事項 

  a.自己又は委託の別 

  b.権利行使期間 

  c.オプションの行使により成立する取引の内容 

  d.対価の額 

⑬②の金融商品取引契約が、店頭デリバティブ取引のうち一定のスワップ取引である場合は、以下の

事項 

  a.自己又は委託の別 

  b.取引期間 

  c.受渡しの年月日 

 

○取引残高報告書は、以下のように記載を省略できる場合等が定められている（金商業府令案 115

条 3 項～8項）。 

 

(A)契約締結時交付書面を交付しない一定の顧客から、同一日における同一銘柄の注文を一括するこ

とについてあらかじめ同意を得ている場合 

 ―②gとして、同一日における当該銘柄の売買の単価の平均額を記載できる 

(B)②が市場デリバティブ取引で、注文･清算分離行為8が行われたものである場合 

 ―②hの手数料として、注文執行会員等及び清算執行会員等が顧客から直接受領した手数料を記載

できる 

(C) 金融商品取引契約が成立した場合等にはその都度取引残高報告書の交付を受けることを顧客が

請求した場合 

 ―契約締結時交付書面に記載されている事項及び⑤、⑥を省略できる 

(D) ②～⑬9のうち、個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面に記載されている事項の

記載を省略できる 

(E)記載事項のうち、事故処理である場合に係るものについては、記載を省略できる 

(F)②が市場デリバティブ取引で、注文･清算分離行為が行われたものである場合は、③、⑥、⑦a、

⑧、⑨dを省略できる 

 

 

                                                  
8 金融商品取引所の規則に従って、会員等が行った市場デリバティブ取引の売付け･買付を将来に向かって消滅させ、

同時に、消滅した市場デリバティブ取引の売付け･買付けと同一内容の市場デリバティブ取引の売付け･買付けが他の

会員等の名義で新たに発生する行為。 
9 ②a、d～f、h（手数料に限る）を除く。 
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３．取引残高報告書を交付する必要がない場合 

○取引残高報告書は、以下の場合は交付する必要がないとされている（金融商品取引法 37 条の 4 第

1項但書き）。 

 

金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保

護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合 

 

○今回公表された金商業府令案では、取引残高報告書を交付する必要がない「内閣府令で定める場

合」として、以下の場合が定められている（金商業府令案 118 条）。 

 

①顧客が外国政府等10であって、以下の条件をともに満たす場合 

―顧客の権限ある者から書面又は情報通信によりあらかじめ交付を要しない旨の承諾を得ている 

―顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている11 

②金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって顧客の指示に基づき注文･清算分離行為が行わ

れた場合で、以下の条件を満たす場合 

―注文執行会員等が顧客に対して契約締結時交付書面を交付することに代えて清算執行会員等が交

付することにつき、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意し

ている 

 

 

 

４．商品ファンド運用状況報告書 

○商品ファンド関連取引に関しては、取引残高報告書とは別に運用状況報告書を作成･交付しなけれ

ばならないとされている。 

 

○具体的には、金融商品取引業者等は、商品ファンド関連取引契約を締結しているときは、商品ファ

ンドの運用の計算期間の末日以後遅滞なく、商品ファンド運用状況報告書を作成･交付しなければ

ならないと定められている（金商業府令案 100 条 2 項）。 

 

○商品ファンド運用状況報告書には、以下の事項を記載することとされている（金商業府令案 116

条）。 

 

①報告書の作成の日及び前回の報告書の作成の日 

                                                  
10外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関が含まれる。 
11 顧客が適格機関投資家である場合を除く。 
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②計算期間末における純資産総額及び一口あたりの純資産額12 

③計算期間における運用の経過 

④計算期間末における商品先物取引･商品投資等ごとの資産配分状況 

⑤計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 

⑥⑤の書面その他の財務計算に関する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものである場

合は、その旨及びその範囲 

⑦⑤の書面その他の財務計算に関する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものでない場

合は、その旨 

⑧計算期間における商品ファンド関連受益権の募集、私募又は売出しの件数、解約件数及び償還件数

並びにそれらによる資産の増減額並びに運用開始から計算期間末までの募集、私募又は売出しの件

数、解約件数及び償還件数並びにこれらによる資産の増減額 

⑨配当に関する以下の事項 

 a.計算期間における配当の総額 

  b.計算期間における一口あたりの配当の金額 

 

 

 

５．施行日 

○金融商品取引法の施行は、2007 年 12 月 13 日までの政令で定める日13である。しかし、金融庁のホ

ームページでは、2007 年 9 月ころを予定しているとされている14。 

                                                  
12 信託財産の金額を含む。 
13 「証券取引法等の一部を改正する法律」が公布（2006 年 6 月 14 日）されてから、1年 6ヶ月を超えない政令で定

める日。 
14 http://www.fsa.go.jp/news/18/syouken/20070413-3.html 参照。 


